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熱中症が起きるメカニズム
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暑熱ばく露

体温上昇

皮膚血管拡張反応 発汗反応

体温上昇防止

熱失神（熱虚脱） 熱痙攣

熱疲労（熱疲はい）体温上昇

熱射病

死亡

血圧低下
脳に血液が行かなくなる

血中の塩分不足

水分・塩分不足（脱水）

重篤な後遺症

Ⅰ度

Ⅱ度

Ⅲ度

脱水で汗をかけない

気化熱

心拍数上昇

熱伝導

高体温による
筋肉や臓器の障害

体温上昇が止まらなくなる

どこかでこの流れを止めれば
熱中症にならない
（または重症化しない）

さらに適切な処置が取られないと・・・

転落・転倒などの
事故リスク



熱中症のメカニズムから
考えられる必要な対策
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暑熱ばく露

体温上昇

皮膚血管拡張反応 発汗反応

体温上昇防止

熱失神（熱虚脱） 熱痙攣

熱疲労（熱疲はい）体温上昇

熱射病

死亡 重篤な後遺症

心拍数上昇

①暑熱ばく露の評価と軽減
②作業管理（休憩，作業変更）

④暑熱順化

⑤健康管理

③水分・塩分
補給

⑦熱中症教育
⑧統括管理

⑥救急体制の
整備



令和3年4月20日 基発0420第3号
「職場における熱中症予防基本対策要綱」

1. WBGTの活用

① WBGTによる測定

② 着衣による補正

③ WBGT基準値に基づく評価

2. 作業環境管理

① WBGT値の軽減

② 休憩所の整備

3. 作業管理

① 作業時間の短縮等

② 暑熱順化

③ 水分及び塩分の摂取

④ 服装等

⑤ 作業中の巡視

4. 健康管理
① 健康診断結果に基づく対

応等

② 日常の健康管理等

③ 労働者の健康状態の確認

④ 身体の状況の確認

5. 労働衛生教育

6. 救急措置
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厚生労働省
「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」
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※平成29年度（2017年度）から実施

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html



暑くなる前に準備しておくべき事項

6出典：厚生労働省，令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」
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管理側に求められる対策①
暑熱状況の把握

 WBGT指数計の準備と測定

◼ 黒球付き測定器による測定

◼ 測定結果の周知

 WBGTを用いた暑熱環境の
評価

◼ WBGT基準値表により評価

◼ 衣服による影響を加味する
こと。

◼ 基準値を超えていた場合，
何らかの対策が必要。

WBGTによる測定と評価に関しては，本シリーズの動画
「WBGT指数計を用いた作業環境管理方法について」をご参照ください。

順化あり 順化なし

安静 33 32

低代謝率 30 29

中程度代謝率 28 26

高代謝率 26 23

極高代謝率 25 20
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管理側に求められる対策②
暑熱環境の改善

 作業中の暑熱環境を改善す
る対策をできる範囲で実施

◼ 日よけの設置

◼ 発熱体からの遮蔽物の設置

◼ 冷房（スポットクーラー）

◼ ミストファンの活用

 服装の検討

◼ 可能な範囲で通気性の良い服
装を選択する

◼ 有効性が確認されている防暑
服等を採用する

9



管理側に求められること③
作業負荷の軽減

 きつい作業，負荷の大きい作業を行うと，熱中
症のリスクが高まります。

 WBGTが基準値を超過しているときは，一段軽い
作業への変更も考慮してください。

身体負荷別の具体的な作業例については，本シリーズの動画
「WBGT指数計を用いた作業環境管理方法について」をご参照ください。

小 負荷 大
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管理側に求められる対策④
作業-休憩サイクルの設定

 WBGTが基準値を大幅に超過していた場合，作業
時間の短縮（休憩サイクル・休憩時間の増加）が
必要

◼ あらかじめ，WBGT超過度に応じた作業ー休憩サイクル
を決めておくと有効

WBGT基準値からの超過 １時間あたりの休憩の目安

基準値～１℃ 15分以上

２℃ 30分以上

３℃ 45分以上

４℃以上 作業中止を検討

厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」での目安
※あくまでも目安です。各事業所等で作業内容等を勘案して決めてください。

11



管理側に求められる対策⑤
有効な休憩所の整備

 休憩時や，体調不良時に体を冷やして休める場所が必要

◼ 可能な範囲で有効な休憩所の整備を検討する。

大規模建設現場の例 道路建設現場の例
（移動式休憩所）

小規模現場等の例
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管理側に求められる対策⑥
水分・塩分を摂りやすい環境整備

 定期的な水分・塩分の摂取が必要。

◼ のどが乾いてからではなく，定期的に摂取すること
が必要。

◼ 摂取しやすい環境を整えるとともに，摂取状況の
チェックが必要。
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管理側に求められる対策⑦
作業員の健康状況の確認

 持病によって熱中症リスクが増加する

◼ 糖尿病，高血圧症，心疾患，慢性腎不全，皮膚疾患，
自律神経機能に影響のある薬剤の使用 等

◼ 入職時や定期健診の際に確認し，必要に応じて措置
を行うことが必要

 体調不良によって熱中症リスクが増加する

◼ 風邪，発熱，下痢，嘔吐，飲酒，二日酔い，朝食抜
き，睡眠不足 等

◼ 朝礼時や巡視時，休憩時に健康状態を確認すること
が重要

◼ 作業者から申し出やすい環境，無理をさせない環境
づくりが重要 14



管理側に求められる対策⑧
計画的な暑熱順化

 あらかじめ暑熱環境に慣れることによって，熱
中症に強い体を作ることが可能

◼ 皮膚血管拡張反応，発汗反応の促進による体温低下
作用の増強

◼ 汗中の塩分濃度低下による，塩分損失の緩和

 暑くなる前，暑熱作業に入る前に暑熱順化を獲
得させることが重要

◼ できれば計画的に暑熱順化できる仕組みを考える

 数日間暑熱環境から遠ざかると暑熱順化が失わ
れてしまうことに注意

◼ 梅雨明け，お盆明けに注意が必要 15



管理側に求められる対策⑨
管理体制，教育研修など

事業所としての管理体制を整える

◼熱中症予防管理者の選任を推奨

◼熱中症予防対策マニュアルを整備する

◼職場巡視により，対策実施状況や問題の有無を
確認する

◼体調不良時に申し出やすい環境を心がける

教育研修を実施する

◼管理者向け，作業者向け

緊急時の対応についてのマニュアルを整備
する
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まとめ

 熱中症の発症防止あるいは重症化防止のためには，組織
としての熱中症対策が重要です。

 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」のチェッ
クリストを活用し，事業所として対策ができているかど
うかを確認することが有用です。

 熱中症は適切な対策をすれば

必ず防げる一方，対策を誤ると

取り返しのつかないことになります。

 労使双方が力を合わせて

暑い夏を乗り切って行きましょう！
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